
第２１号議案 

平成２９年度 中間市特別会計国民健康保険事業暫定予算 

 平成２９年度中間市の特別会計国民健康保険事業の暫定予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，８８９，８１０千円と定める。 

２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出暫定予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００，０００千円と定める。      

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用をするときとする。 

平成２９年２月２８日提出 

      中間市長  松下 俊男中間市長職務代理者　中間市副市長　　後藤　哲治



第  １  表　 歳 入 歳 出 暫 定 予 算









第 ２ 表  債 務 負 担 行 為

単位：千円

事    項 期    間 限    度    額

市町村事務処理標準システム機器賃

借料

自 平成３０年度

至 平成３４年度
２８，１９５

市町村事務処理標準システム印刷機

賃借料

自 平成３０年度

至 平成３４年度
８，４７７































































その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

11,470

11,470

△ 4,260

△ 4,260

共　　済　　費 合　　　　　計

904

904

1,423

1,423

10,047

△ 519

△ 519

本 年 度

前 年 度

比　　較
△ 3,7411 △ 3,741

区　　　　　分

△ 3,741

１．特　　別　　職

計 1

10,047

6,306

6,306

6,306

計

10,047

計 20 10,047

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

（単位：千円）

7,210

7,21021

20

職 員 数
（人）

21

給　　与　　費
報　　酬

6,306

△ 3,741



12

11

1

指 定 勤 務 時間外勤務 期 末 勤 勉 休 日 勤 務 夜 間 勤 務 管理職員特
手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 別勤務手当

本 年 度 540 252 21 439 465 684 7,328
前 年 度 822 606 42 652 912 1,242 13,639
比　　較 △ 282 △ 354 △ 21 △ 213 △ 447 △ 558 △ 6,311 0 0 0 0

そ の 他 の 増 減 分 　暫定予算編成に伴う減額

備　　　　　　　　　　考

（単位：千円）

給　　料

職員手当 △ 8,186 そ の 他 の 増 減 分

昇 給 に 伴 う 増 加 分

△ 8,186 　暫定予算編成に伴う減額

（単位：千円）

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

393

△ 16,959

　平均定昇率　2.01%△ 16,566

２．一　　般　　職

（１）総　　括

　（　　）は再任用職員の人数

区　　分 増　　減　　額 増　　　減　　　事　　　由　　　別　　　内　　　訳

（単位：千円）

給　　料 職員手当
職 員 数
（人）

合　　　　　計

35,039

64,044

△ 29,005

共　　済　　費

5,822

10,075

△ 4,253

29,217

53,969

給　　与　　費

17,915

住 居 手 当 宿日直手当

区　　分

本 年 度

前 年 度

管理職手当

19,488

36,054

△ 16,566

9,729

職員手当
の 内 訳
職員手当
の 内 訳

区　　分 扶 養 手 当

比　　較 △ 24,752

通 勤 手 当

△ 8,186



職員数 構成比

2 16.7

4 33.3

2 16.7

3 25.0

1 8.3

(0) (0.0)
12 100.0

3 27.3

3 27.3

2 18.2

2 18.2

1 9.0

(0) (0.0)
11 100.0

【級別の標準的な職務内容】

課長補佐
参事補 主査
主査幹

（３）給料及び職員手当の状況

区　　　分 級
一 般 行 政 職

　ア．職員１人当たり給与 　ウ．級　別　職　員　数

区　　　　　　　　分

（単位：人、％）

７級

計

平成29年1月1日

現　　　　 在

１級

２級

３級

４級

６級

１級

２級

平成28年1月1日 ３級

現　　　　 在 ４級

平成29年1月1日

現　　　　 在

一 般 行 政 職

　（　　）は再任用職員の人数、構成比

290,686

５級

６級

34.3

区　　　　　分

平成28年1月1日

平均給料月額
（円）

261,929

平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

５級

一般行政職

270,650

平均年齢
（歳）

平均給与月額
（円）

326,131
現　　　　 在

（単位：円）

平均年齢
（歳）

34.9

　イ．初　　任　　給

一般行政職

高　　校　　卒

大　　学　　卒

区　　　分 ７級 ６級

150,500

178,200
７級

計

５級 ４級 ３級 ２・１級

部長
参事

課長
主幹

係長
主査

左以外の職員



20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 最 高 限 度 その他の 退職時
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等 特別昇給

区　　　　　分

本　　年　　度

６月（月分） １２月（月分）
(1.050)
2.075

(1.050)
2.075

(1.150)
2.125
(1.200)
2.225

(1.050)
2.075
(2.150)
4.100
(2.250)
4.300

制度なし 制度なし

制度なし

　（　　）は再任用職員の月分

有

有

有

職制上の段階職務の
級等による加算措置

前　　年　　度

国　の　制　度

(1.000)
1.975

　オ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　　　　分

支　給　率　等

国　の　制　度
（ 支 給 率 等 ）

25.55625

25.55625

34.5825 49.590

34.5825 49.590

49.590

49.590 制度なし

　カ．指定勤務手当

区　　　　　分 全　　職　　種

給与総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)
（ 平成29年1月1日現在）

0.100

　キ．その他の手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同

代表的な指定勤務手当の名称 国民健康保険税徴収手当

8.3

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ

同　　　　　　　じ住　　居　　手　　当

　エ．期末手当・勤勉手当

支給率計（月分）

通　　勤　　手　　当 同　　　　　　　じ



期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

  滞納整理システム賃借料 自平成２９年度

　　　　　　　　　　　　（収納課） 至平成３３年度
18,896 18,371

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円　　

事 項 限 度 額
前 年 度 ま で の 支 出 見 込 額 当該年度以降の支出予定額

18,371

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源


